
 

一

 
 

 

財
団
法
人
日
本
遺
族
会
に
対
す
る
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
に
対
す
る
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
号
） 

抄 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
に
対
す
る
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
け
等
に

関
す
る
法
律 

 

（
遺
族
会
に
対
す
る
無
償
貸
付
け
） 

第
一
条 

政
府
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
特
定
施
設
を
取
得
し

た
場
合
に
お
い
て
、
一
般
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
十

一
日
に
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。

以
下
「
遺
族
会
」
と
い
う
。
）
が
元
の
軍
人
軍
属
で
公
務
に
よ
り
死
亡
し
た
者

の
遺
族
の
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る

も
の
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
遺
族
会
に
対
し
、
当
該
特
定
施
設
を
、
他
の

法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
償
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

    

（
民
間
事
業
者
に
対
す
る
土
地
の
貸
付
け
及
び
そ
の
土
地
の
上
の
特
定
施
設

の
取
得
） 

第
二
条 

政
府
は
、
民
間
事
業
者
に
対
し
、
別
表
に
掲
げ
る
土
地
の
合
理
的
か

財
団
法
人
日
本
遺
族
会
に
対
す
る
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
に
関
す
る
法

律 

 

（
無
償
貸
付
） 

第
一
条 

政
府
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第

三
条
に
基
く
行
政
協
定
第
二
条
に
よ
り
日
本
国
に
駐
留
す
る
合
衆
国
軍
隊
に

提
供
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
た
る
別
表
第
一
の
建
物
が
返
還
さ
れ
た
場
合
に

お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
東
京
都
千
代
田
区
三
年
町
一
番
地
に

主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
財
団
法
人
日
本
遺
族
会
（
以
下
「
遺
族
会
」
と
い

う
。
）
が
、
も
と
の
軍
人
軍
属
で
公
務
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
遺
族
（
以
下
「
遺

族
」
と
い
う
。
）
の
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
遺
族

会
に
対
し
、
そ
の
建
物
及
び
国
有
財
産
た
る
別
表
第
二
の
土
地
の
う
ち
そ
の

建
物
の
使
用
に
必
要
な
部
分
を
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
償

で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

（
新
設
） 



  

二

つ
健
全
な
高
度
利
用
と
都
市
機
能
の
増
進
と
に
資
す
る
建
物
の
所
有
を
目
的

と
し
て
当
該
土
地
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
に
充
て
る
た
め
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
貸
付
け
の
対
価
の
一
部
と
し
て
、
同
項
の
土
地
の
上
の
一
棟
の
建
物
の

一
部
（
以
下
「
特
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
用
途
の
制
限
） 

第
三
条 

遺
族
会
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
を
受
け
た
特
定
施
設
を

同
条
に
規
定
す
る
事
業
以
外
の
事
業
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
削
る
） 

        

（
削
る
） 

  

      

（
用
途
の
制
限
） 

第
二
条 

遺
族
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
を
受
け
た
財
産
を
左
に
掲
げ

る
事
業
以
外
の
事
業
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一 

遺
族
に
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
宿
泊
所
を
利
用
さ
せ
る
事
業 

二 

遺
族
に
無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
集
会
所
、
食
堂
、
理
容
所
、
洗
た
く

所
等
の
施
設
を
利
用
さ
せ
る
事
業 

三 

遺
族
に
生
活
必
需
品
を
実
費
で
販
売
す
る
事
業 

四 

無
料
又
は
低
額
な
料
金
で
遺
族
の
生
活
及
び
結
婚
に
関
す
る
相
談
に
応

ず
る
事
業 

五 

遺
族
の
育
英
を
行
う
事
業 

六 

そ
の
他
遺
族
の
福
祉
を
目
的
と
し
て
行
う
事
業
で
厚
生
労
働
大
臣
の
指

定
す
る
も
の 

２ 

遺
族
会
は
、
遺
族
会
以
外
の
者
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
た
め
に

使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
者
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
を
受



 

三

  

（
監
督
） 

第
四
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
遺
族
会
に
対
し
特
定
施
設
が
貸
し
付
け
ら
れ

た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
貸
付
け
の
目
的
が
有
効
に
達
せ
ら
れ

る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
遺
族
会
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
権
限
を
有
す

る
。 

一 

事
業
又
は
会
計
の
状
況
に
関
し
報
告
を
徴
す
る
こ
と
。 

二 

貸
付
け
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
遺
族
会
の
予
算
が
不
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
予
算
に
つ
い
て
必
要
な
変
更
を
な
す
べ
き
旨

を
勧
告
す
る
こ
と
。 

三 

遺
族
会
の
役
員
が
法
令
、
法
令
に
基
づ
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
又
は

寄
附
行
為
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
を
解
職
す
べ
き
旨
を

勧
告
す
る
こ
と
。 

２ 

財
務
大
臣
は
、
遺
族
会
が
前
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の

規
定
に
よ
る
措
置
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
意
見
を
聴

き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
他
の
方
法
に
よ
り
監
督
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
限
る
。 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
解
職
を
勧
告
す
る
場
合
に
お
い
て
は
厚
生

労
働
大
臣
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
は
財
務

け
た
財
産
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
監
督
） 

第
三
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
遺
族
会
に
対
し
国
有
財
産
が
貸
し
付
け
ら
れ

た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
そ
の
貸
付
の
目
的
が
有
効
に
達
せ
ら
れ
る

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
遺
族
会
に
対
し
て
、
左
に
掲
げ
る
権
限
を
有
す
る
。 

 

一 

事
業
又
は
会
計
の
状
況
に
関
し
報
告
を
徴
す
る
こ
と
。 

二 

貸
付
の
目
的
に
照
ら
し
て
、
遺
族
会
の
予
算
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
予
算
に
つ
い
て
必
要
な
変
更
を
な
す
べ
き
旨
を

勧
告
す
る
こ
と
。 

三 

遺
族
会
の
役
員
が
法
令
、
法
令
に
基
い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
又
は
寄

附
行
為
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
を
解
職
す
べ
き
旨
を
勧

告
す
る
こ
と
。 

２ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
た
財
産
の
所
管
大
臣
は
、
遺
族
会
が
前

条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
従
わ
な
か

つ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
意
見
を
聞
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
貸

付
の
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
他
の
方
法
に
よ
り
監
督
の

目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
る
。 

３ 

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
解
職
を
勧
告
す
る
場
合
に
お
い
て
は
厚
生

労
働
大
臣
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
お
い
て
は
同
項



  

四

大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
解
職
し
よ
う
と
す
る
役
員
又
は
遺
族
会
に
弁
明
す
る

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
解
職
し
よ
う

と
す
る
役
員
又
は
遺
族
会
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
書
面
を
も
つ
て
、
弁
明

す
べ
き
日
時
、
場
所
及
び
そ
の
処
分
を
な
す
べ
き
理
由
を
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 

別
表
（
第
二
条
関
係
） 

一 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
五
番
一 

所
在 

 
 

 
 

宅
地 

七
千
八
百
七
十
一
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

二 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
五
番
六 

所
在 

 
 

 
 

宅
地 

八
百
十
二
・
〇
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

三 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
五
番
九 

所
在 

 
 

 
 

宅
地 

二
十
八
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

四 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
五
番
十 

所
在 

 
 

 
 

宅
地 

百
四
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

五 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
一
丁
目
五
番
十
一 

所
在 

 
 

 
 

宅
地 

三
十
八
・
六
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

    

に
規
定
す
る
財
産
の
所
管
大
臣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
解
職
し
よ
う
と
す
る
役
員

又
は
遺
族
会
に
弁
明
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
解
職
し
よ
う
と
す
る
役
員
又
は
遺
族
会
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

書
面
を
も
つ
て
、
弁
明
す
べ
き
日
時
、
場
所
及
び
そ
の
処
分
を
な
す
べ
き
理

由
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

別
表
第
一 

 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
一
丁
目
五
番
地
の
一 

所
在 

 

一 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
付
四
階
建
事
務
所 

一
棟 

 
 

 
 

建
坪 

 
 

九
百
六
十
八
坪
八
合
六
勺
五
才 

 
 

 
 

二
階 

 
 

八
百
二
坪
五
合
七
勺
八
才 

 
 

 
 

三
階 

 
 

八
百
二
十
二
坪
一
合
七
勺 

 
 

 
 

四
階 

 
 

六
百
六
十
二
坪
二
勺 

 
 

 
 

塔
屋 

 
 

百
五
十
九
坪
八
合
四
才 

 
 

 
 

地
下
一
階 

千
百
四
十
坪
一
合
一
勺
四
才 

 

二 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
付
一
階
建
事
務
所 

一
棟 

 
 

 
 

建
坪 

 
 

二
十
八
坪
九
合
五
勺 

 
 

 
 

地
下
一
階 

四
十
一
坪
六
合
八
勺 

 

三 
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
階
建
屋
外
便
所 

一
棟 

 
 

 
 

建
坪 

 
 

三
坪
九
合 

 



 

五

（
削
る
） 

別
表
第
二 

東
京
都
千
代
田
区
九
段
一
丁
目
五
番
地
の
一 

所
在 

 

官
有
地 

 
 

 
 

三
千
四
百
六
十
五
坪
八
合
一
勺
五
才 

 

 
 

 


